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(2020年 3月 31日 現在 )
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奮 産 倉 計 416,327,757 負 債 ・ 純 資 産 合 計 416,327,757
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個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1.資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

その他有価証券で時価のあるもの………決算 日の市場価格に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理 し、売去口原価は移動平均法により算定)

(2)棚卸資産

商品及び製品………総平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産…。・…定額法

(2)無形固定資産………ソフ トウェア (自 社利用)については、社内における利用可能期間 (5年 )

に基づく定額法
―……その他の無形固定資産は定額法

3.引 当金の計上基準

(1)退職給付引当金 直庸従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の

見込額を計上している。

4。 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によつている。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用 している。

(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は所得税法等の一部を改正する法律」 (令和 2年法律第 8号)において創設された

グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直 しが

行われた項目については、 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の

適用に関する取扱い」 (実務対応報告第39号)第 3項の取扱いにより、
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針28号)第44項の定めを

適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。

(会計方針の変更に関する注記 )

該当事項なし

(会計上の見積 りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に関する注記 )

(1)有形固定資産 (リ ース資産を除く)の減価償却方法の変更

従来、当社は、有形固定資産 (リ ース資産を除く)の減価償去「方法について、主として定率法を採用

していたが、当事業年度より定額法に変更している。この変更は、当社の親会社である旭化成株式会

社が有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更することを契機 として、有形固定資産の

償去,方法の検討を行つた結果、当社の有形固定資産は、長期的かつ安定的に稼動 し、当社の安定的な

収益の獲得に貢献することが見込まれることから、有形固定資産の減価償却方法として定額法を採用

することが、有形固定資産の使用実態をより適切に反映する費用配分方法となるとともに、当社のよ

り適切な業績管理に資すると判断したことによるものである。
この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響額は軽微である。

(表示方法の変更に関する注記 )

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改訂」の適用に伴う繰延税金資産・負債の表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改訂」 (企業会計基準第28号)を 当事業年度より適用し、

繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。

(株主資本等変動計算書に関する注記 )

1.当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項なし

80,000株


